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情 報

広告

お
む
つ
等
購
入
費
の
助
成

　

在
宅
の
重
度
寝
た
き
り
高
齢
者

の
方
々
な
ど
を
対
象
に
、
お
む
つ

等
購
入
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て

い
ま
す
。

対
象
者　

在
宅
介
護
を
受
け
て
い

　

る
方
で
、
次
の
要
件
に
該
当
す

　

る
方

◆
65
歳
以
上
の
要
介
護
度
４
ま
た

　

は
５
の
方

◆
身
体
障
害
の
程
度
が
１
級
ま
た

　

は
２
級
の
方

助
成
額　

年
額
４
万
８
千
円
を
限

　

度
と
す
る
購
入
費
の
９
割
の
額

　
（
市
民
税
非
課
税
世
帯
は
年
額

　

７
万
２
千
円
を
限
度
と
す
る
）

広告広告

第
１
回
申
込
み
は

　
　
　

３
月
10
日
㈪
ま
で

母
子
修
学
資
金
を

　

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

母
子
お
よ
び
寡
婦
福
祉
法
に
基

づ
く
修
学
資
金
な
ど
の
新
規
貸
付

申
込
受
付
を
次

の
と
お
り
行
い

ま
す
。

貸
付
対
象
者

　

市
内
に
住
ん

で
い
る
母
子
家

庭
の
母
、
父
母

の
い
な
い
家
庭

の
養
育
者
で
学

資
の
調
達
が
困

難
な
方

貸
付
限
度
額
等

　

貸
付
限
度
額

は
下
の
表
の
と

お
り
で
す
。
な

修学資金貸付限度額（月額）　　　　（単位：円）
区　　　　　分 限度額

高等学校・専修学校
（高等課程）

国公立
自宅通学 18,000 
自宅外通学 23,000 

私　立
自宅通学 30,000 
自宅外通学 35,000 

高等専門学校
国公立

自宅通学 21,000 
自宅外通学 22,500 

私　立
自宅通学 32,000 
自宅外通学 35,000 

短期大学・専修学校
（専門課程）

国公立
自宅通学 45,000 
自宅外通学 51,000 

私　立
自宅通学 53,000 
自宅外通学 60,000 

大　　　　学
国公立

自宅通学 45,000 
自宅外通学 51,000 

私　立
自宅通学 54,000 
自宅外通学 64,000 

専修学校（一般課程） 29,000 
※償還期限は原則として 20年以内

お
、
保
証
人
が
必
要
で
す
。

　

第
２
回
以
降
の
申
込
み
は
随
時

受
け
付
け
ま
す
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
（
市
民
交
流
プ
ラ
ザ
２
階
）

　

福
祉
課　

児
童
福
祉
担
当

　
　
　
　
　
　
（
内
線
７
５
４
）

第
８
回
特
別
弔
慰
金

が
支
給
さ
れ
ま
す

対
象
者　

平
成
17
年
４
月
１
日
に

　

お
い
て
、
公
務
扶
助
料
や
遺
族

　

年
金
な
ど
を
受
け
る
方
（
戦
没

　

者
等
の
妻
や
父
母
な
ど
）
が
い

　

な
い
ご
遺
族
の
内
お
一
人

内
容　

額
面
40
万
円
、
10
年
償
還

　

の
記
名
国
債

請
求
期
限

　

平
成
20
年
３
月
31
日
ま
で

　

受
給
に
は
請
求
書
の
提
出
が
必

　

要
で
す
。

請
求
窓
口　

福
祉
課

　
　
　
（
市
民
交
流
プ
ラ
ザ
２
階
）

▼
問
合
せ
先　

福
祉
課
社
会
福
祉

　

担
当
（
内
線
７
５
１
）

戦
没
者
等
の

　

ご
遺
族
の
皆
さ
ま
へ

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の

縦
覧
に
つ
い
て

　

平
成
20
年
１
月
１
日
現
在
で
調
製
し
た
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名

簿
を
次
の
と
お
り
縦
覧
し
ま
す
。

　

縦
覧
期
間
中
、
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
選
挙
が
行
わ
れ
る
場
合
、
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
と
投

票
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

●
縦
覧
期
間　

２
月
23
日
㈯
～
３
月
８
日
㈯

　
　
　
　
　
　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
ま
で

　

●
縦
覧
場
所　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
市
民
会
館
１
階
）

　

問
合
せ
先　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
内
線
２
１
６
）

障
害
者
控
除
対
象
者
認

定
書
の
交
付
に
つ
い
て

　

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
な
く
て
も
、
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
方
な
ど
で
、
次
の
要
件

に
該
当
さ
れ
る
方
は
税
法
上
の
障

害
者
控
除
の
対
象
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

①
ね
た
き
り
の
方（
６
か
月
以
上
）

②
障
害
者
（
身
体
・
知
的
・
精
神
）

　

に
準
じ
る
方
（
年
齢
が
65
歳
以

　

上
の
方
）

※
最
高
５
年
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

　

税
金
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が

　

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先　

健
康
長
寿
課
高
齢

　

福
祉
担
当
（
内
線
７
６
２
）

年 

金

●
年
金
記
録
を
お
届
け
し
ま
す

　

社
会
保
険
庁
で
は
平
成
19
年
12

月
以
降
、
順
次
、
年
金
の
加
入
期

間
お
よ
び
加
入
履
歴
を
記
載
し
た

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
を
送
付
し

消
防
本
部
よ
り

（
☎
４
７
５
‐
０
１
８
０
）

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

１
１
９
番
は
、
火
災
や
救
急
な

ど
の
緊
急
通
報
用
で
す
の
で
、
問

い
合
わ
せ
な
ど
に
は
使
用
し
な
い

で
下
さ
い
。

　

火
災
や
救
急
通
報
が
で
き
ず
、

被
害
を
大
き
く
す
る
恐
れ
が
あ
り

ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

＜古い電話帳を回収します＞
　NTTでは、地球環境・地球資源保護の立場か
ら、古い電話帳の回収を推進しております。
　資源のリサイクル運動にご協力をお願いいた
します。
回収期間　３月６日㈭～ 26 日㈬
回収方法　配達員が新しい電話帳をお届けに伺
　　　　　った時に、不要となった電話帳があ
　　　　　りましたらお渡しください（交換方
　　　　　式）。なお、お渡しできなかった場
　　　　　合は「タウンページセンタ」までご
　　　　　連絡ください。
　　　　　改めて回収に伺います。
問合せ先　タウンページセンタ
　　　　　フリーダイヤル
　　　　　０１２０－５０６－３０９
　　　　　9:00 ～ 17:00（月～金）
　　　　　（土・日・祝日・年末年始を除く）

多重債務で悩んでおられる方へ
　～借金を返済できなくなったとき、返済のた
めに新たな借金をしてはいけません。問題を悪
化させるだけです。多重債務問題の相談窓口に
速やかに相談し、解決策を立てましょう！～
　市生活環境課、市社会福祉協議会ふれあい総
合相談窓口では、多重債務問題を含めた消費生
活全般に関する相談を受け付けています。
　難しい問題であれば、然るべき法律の専門機
関（弁護士会、司法書士会など）の紹介もいた
しますので、安心して相談に来てください。
問合せ先　生活環境課　（内線３２３）
　　　　　社会福祉協議会（☎４７５－７０００）

申
請
に
必
要
な
も
の

①
購
入
品
と
購
入
年
月
日
の
記
載

　

の
あ
る
領
収
書

②
振
込
み
を
希
望
さ
れ
る
金
融
機

　

関
の
通
帳

③
介
護
保
険
被
保
険
者
証
ま
た
は

　

身
体
障
害
者
手
帳

提
出
期
限　

３
月
10
日
㈪
ま
で

▼
問
合
せ
先　

健
康
長
寿
課
高
齢

　

福
祉
担
当
（
内
線
７
６
２
）

て
い
ま
す
。
住
所
変
更
の
届
出

が
お
済
み
で
な
い
方
は
左
記
で

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者

　
　

市
民
課
年
金
担
当
窓
口

◇
厚
生
年
金
加
入
者
と
そ
の
被

　

扶
養
配
偶
者　

勤
務
先

◇
年
金
受
給
者　

　
　

魚
津
社
会
保
険
事
務
所

　

ま
た
、
届
い
た
「
ね
ん
き
ん

特
別
便
」
は
必
ず
ご
確
認
い
た

だ
き
、
訂
正
が
な
い
場
合
は
同

封
の
「
確
認
は
が
き
」
を
、
訂

正
が
あ
る
場
合
は
「
年
金
加
入

記
録
照
会
票
」
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

●
国
民
年
金
保
険
料
は
全
額「
社

会
保
険
料
控
除
」
の
対
象
で
す

　

確
定
申
告
の
時
期
に
な
り
ま

し
た
。
申
告
を
す
る
際
は
社
会
保

険
庁
か
ら
送
付
さ
れ
る
「
社
会
保

険
料
（
国
民
年
金
）
控
除
証
明
書
」

を
必
ず
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先　

　

魚
津
社
会
保
険
事
務
所

　
（
☎
０
７
６
５
‐
24
‐
１
４
９
４
）

※
お
か
け
間
違
い
の
な
い
よ
う
ご

　

注
意
く
だ
さ
い
。

●
年
金
出
張
相
談
の
場
所
が
変
わ

　

り
ま
す

　

毎
月
1
回
、
市
役
所
で
行
っ
て

い
る
社
会
保
険
事
務
所
か
ら
の
出

張
相
談
の
場
所
が
変
わ
り
ま
す
。

　

２
月
14
日
㈭
の
相
談
場
所
は
市

役
所
向
い
の
市
民
会
館
２
階
小
会

議
室
で
す
。

▼
問
合
せ
先　

市
民
課
年
金
担
当

　
　
　
　
　
　
　
（
内
線
３
１
４
）


